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最高裁秘書第2630号

令和4年8月26日
’

山中理司様
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情報公開・個人情報保護審査委員会

委員長高橋 滋
、

補充理由説明書の写しについて（送付）

下記の諮問について､最高裁判所から当委員会に提出された補充理由説明書の写

’ しを別添のとおり送付します。

記

令和4年度（最情）諮問第3号諮問番号
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(担当）秘書課文書開示第一係 電話O3(4233) 5249 (直通）



令和4年8月26日
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情報公開・個人情報保護審査委員会御中 卜

最高裁判所事務総長堀田， 眞哉

補充理由説明書

下記1の諮問について、下記2のとおり理由を説明します。

記

1 諮問番号

令和4年度（最情）諮問第3号

2 理由

苦情申出書記載のような事例が存在するとしても、同事例のよ苦情申出書記載のような事例が存在するとしても、同事例のような取扱いが確

立しているものではなく、したがって、同取扱いが記載された司法行政文書は作

成又は取得していない。
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